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農
地
の
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貸
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情
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を
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　農地の賃借料情報につきまして、令和 7年１月から
令和 7年 12月までの１年間の状況をお知らせします。

農地の賃借料情報

（令和７年１月～令和７年 12月）　【１０ａ当たり】

地域名 平均額 最高額 最低額 件　数

豊頃町全域 4,700 円 8,000 円 1,000 円 72件

※額は算出結果を四捨五入し 100円単位としています。

（参考）

（１）過去 3年間の平均賃借料（令和４年～令和６年）
　【１０ａ当たり】

地域名 平均額 最高額 最低額 件　数

豊頃町全域 5,100 円 10,100 円 1,000 円 84.7 件

※額は算出結果を四捨五入し 100円単位としています。

（２）改正前の農地法における標準小作料額（町内一円）
　【１０ａ当たり】

上 8,000円 中 5,000円 下 2,000円

農
地
に
関
す
る
各
種
申
請
等
は
毎
月
10
日
ま
で
に

　

農
業
委
員
会
総
会
は
、
毎
月
月
末
に
開
催
し
て
い
ま
す
の
で
、
農
地
の
売

買
、
賃
貸
、
転
用
や
現
況
証
明
の
申
請
等
は
、
毎
月
10
日
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
総
会
は
公
開
と
な
っ
て
お
り
、
総
会
議
事
録
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
や

農
業
委
員
会
事
務
局
で
閲
覧
で
き
ま
す
。

　住民票（住民基本台帳）には、氏名、生年月日、性別、住所などが記録され、選挙権の行使、就
学、国民健康保険や国民年金の給付など、様々な行政サービスの基礎となっています。
　住所や世帯に変更があったときは、必ず住民異動届を提出してください。
　届出の際には、本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど）の提示をお願いします。
　マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方で住民異動届（転入、転出、転居）の手
続きをされる場合は、必ずこれらのカードをご持参ください。

届出の種類 届 出 期 間
届
出
人

届出に必要なもの
＜●必須　○お持ちの方および該当する方＞
届
出
人
の
本
人
確
認
書
類

転
出
証
明
書

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

印
鑑
登
録
済
証
明
書

国
民
健
康
保
険
証
（
資
格
確
認
書
）

後
期
高
齢
者
保
険
証
（
資
格
確
認
書
）

介
護
保
険
証

身
体
障
害
者
手
帳

福
祉
医
療
費
受
給
者
証
※
２

所
得
・
課
税
証
明
書

転　入　届
豊頃町に引っ越してきたとき

転入した日から14日以内 本
人
ま
た
は
世
帯
主

（
同
一
世
帯
員
可
）

●
○
※
１

○
※
１

○
○
※
３

転　出　届
ほかの市区町村に引っ越すとき

あらかじめ
（転出後 14日以内を含む） ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

転　居　届
豊頃町内で引っ越したとき

転居した日から14日以内 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

世帯変更届
世帯主が変わったとき

変更のあった日から
14日以内

● ○

※１　前住所地の市区町村であらかじめ転出手続きをしてください
※２　重度心身障害者・ひとり親家庭等および乳幼児等医療費受給者証
※３　福祉医療費受給申請者
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▽
住
民
登
録
は
正
し
く
行
わ
れ
て
い
ま
す
か
？ 

ほ
か

社
協
だ
よ
り

役
場
だ
よ
り

国
民
年
金
か
ら
の
お
知
ら
せ

こ
ん
な
と
き
、
国
民
年
金
の
届
け
出
を
忘
れ
ず
に
！

　

日
本
に
住
ん
で
い
る
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
加
入
期
間
は
月
単
位
で
計
算
さ
れ
、
年
金
を
受
け
る
と
き
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。
届
け
出
を
忘

れ
て
、
未
納
期
間
を
つ
く
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

種
別
が
変
更
に
な
る
な
ど
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
届
け
出
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
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■ 会社員・公務員（第 2号被保険者）

こんなとき どうする 届け出先
変更後の
被保険者
の 種 別

退職した

国民年金への加
入手続きをする
（被扶養配偶者
も同様）

市町村 第 1号被保険者

会社員・公務員
と結婚し、扶養
（専業主婦（夫））
されるように
なった

第 3号被保険者
への加入手続き
をする

配偶者の勤務先 第 3号被保険者

■ 会社員・公務員に扶養されている配偶者（第 3号被保険者）

こんなとき どうする 届け出先
変更後の
被保険者
の 種 別

年収が130万円以上になった

第 1号被保険者へ
の種別変更手続き
をする

市町村 第 1号被保険者配偶者が退職して自営業など（第1号
被保険者）になった

配偶者が 65歳になった

会社員・公務員になった 厚生年金への加入
手続きをする 勤務先 第 2号被保険者

■ 20 歳になったとき

こんなとき どうする 届け出先
変更後の
被保険者
の 種 別

自営業・学生など 加入手続きは不要です 第 1号被保険者

会社員・公務員 すでに第 2号被保険者の場合は手続き
は不要です 第 2号被保険者

会社員・公務員と結婚していて扶
養されている

第 3号被保険者と
なる手続きをする

配偶者の
勤務先 第 3号被保険者

■ 自営業・学生など（第 1号被保険者）

こんなとき どうする 届け出先
変更後の
被保険者
の 種 別

会社員・公務員に
なった

厚生年金への加入
手続きをする 勤務先 第 2号被保険者

会社員・公務員
と結婚し、扶養
されるように
なった

第 3号被保険者
への種別変更の
手続きをする

配偶者の勤務先 第 3号被保険者
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年
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か
ら
の
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知
ら
せ
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